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○ 経済、産業、文化等、多様な面でグローバル化が進展しており、教育においても、子どもた
ちに対して、語学力やコミュニケーション能力の育成、異文化に対する理解等を深めることが
求められています。国においては、グローバルな視野を持った人材を育成するため、留学の促
進や小学校からの英語教育の拡充に取り組むこととしています。

● 三重県では「グローバル三重教育プラン」に基づき、グローバル社会において求められる「主
体性」、「共育力」、「語学力」を子どもたちが身につけ高めていくための取組を進めています。
県立高等学校において、英検準２級以上に相当する英語力を有すると思われる高校生の割合
は31.2％（平成 26（2014）年度）となっており、留学者数は減少傾向にあります。子ども
たちがグローバル社会で主体的に行動する人材となるよう、語学力に加えて、チャレンジ精神
やコミュニケーション能力、異文化理解の姿勢等を身につけることが求められています。

● 三重県における在留外国人数は、約４万３千人（平成26年末）です。在留外国人が県人口
に占める割合は、約2.4％（全国３位）となっており、外国人との共生は欠かせないものとなっ
ています。また、公立小中学校、県立学校において日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍
率は全国１位（平成26年度）となっています。

（２）グローバル化の進展
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○ 我が国においては、家庭の経済状況や環境等により、子どもたちの進学機会や学力等に差が
生じているとの指摘があります。また、教育格差が原因となって、貧困の連鎖につながること
が危惧されています。

世帯収入と学力の関係（全国：小学６年生）

世帯収入と学力の関係（全国：中学３年生）

※国語Ａ、算数Ａ、数学Ａは主として「知識」に関する問題、国語Ｂ、算数Ｂ、数学Ｂは主として「活用」
に関する問題

出典：全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究
（国立大学法人お茶の水女子大学）に基づき三重県教育委員会作成

（５）教育格差と貧困の連鎖
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○ 平成 23(2011) 年の東日本大震災で発生した想定を超える津波等により、それまでの学校
の防災教育・防災対策の根本的な見直しが必要となりました。防災教育や学校施設の耐震化等
の一層の取組が求められています。

● 三重県における建物の耐震化率は、県立学校で100％、公立小中学校で99.2％、公立幼稚
園で 100％となっています。一方、外壁・天井材等の非構造部材の耐震化を早急に行う必要
があります。

○ 登下校中の子どもたちが巻き込まれる交通事故や事件が全国的に相次いでおり、学校や通学
路における子どもたちの安全確保が求められています。

● 児童相談所に寄せられる子どもの虐待に関する相談対応件数は年々増加を続けています。関
係機関と連携し、児童虐待の未然防止や家庭への適切な支援に取り組むことが求められていま
す。

学校施設の耐震化等の状況（三重県）

校舎・屋内運動場等耐震化率 非構造部材耐震対策実施率
県立学校 100％ 17.6％

公立小中学校 99.2％ 36.9％

公立幼稚園 100％ 33.3％

平成27年 4月現在 出典：文部科学省「公立学校施設の耐震改修状況調査」

（６）子どもたちの安全確保への対応

● 国では、中央教育審議会において、教育改革に係るさまざまな答申がなされており、我が国
の教育内容や制度が今後大きく変わっていくことから、三重県においても的確に対応していく
必要があります。
公職選挙法が改正され、選挙権年齢が満18歳以上となったことから、子どもたちの主権者
としての自覚や社会に参画する力を育む教育に取り組む必要があります。

（教育改革の主な動向）
・小中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学校の制度化
・道徳の時間を「特別の教科 道徳」として教科化
・高大接続改革として、高等学校基礎学力テスト（仮称）、大学入学希望者学力評価テスト（仮
称）を導入予定
・中学３年生を対象とした英語の全国的な学力調査の実施
・学習指導要領の改訂（英語教育の強化、課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習
（いわゆる「アクティブ・ラーニング」）の充実等）

（７）国の教育改革等の動き
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変化の激しい時代にあって、将来を見通すことは困難ですが、今の時代潮流をふまえると、特
に以下の点を見過ごすことなく教育施策を展開していく必要があります。

● 少子化や人口減少が進み、三重県の子どもたちの数は、今後も減少する見込みです。人口減
少社会における学校のあり方について、検討する必要があります。

● グローバル化が進展していることから、異文化理解の精神や豊かな語学力、コミュニケーショ
ン能力等を持って、新しい時代に挑戦することのできる人材が求められています。

● 新しい情報技術等の普及に伴い、情報および情報機器の適切な利用や情報モラルの確立が重
要な課題になります。

● 知識基盤社会 5が進展し、産業構造変化が一層進む中、社会で求められる職種や能力が変化
していくものと思われます。一方で、求人と求職のミスマッチや非正規労働者の増加等、雇用
環境を取り巻く課題の拡大が危惧されます。

● 家庭の経済状況や環境等により、子どもたちの進学機会や学力等に差が生じているとの指摘
があります。また、教育格差が原因となって、貧困の連鎖につながることが危惧されています。

● 南海トラフを震源とする巨大地震等、大規模災害の発生が危惧される状況であることから、
子どもたちの安全確保の備えを万全にする必要があります。

● 教育内容については、英語教育の強化や課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学
習（いわゆる「アクティブ・ラーニング」）の充実等を盛り込んだ新しい学習指導要領が、平
成32(2020) 年度から順次実施される予定であることから、的確に対応していく必要がありま
す。

● 教育制度については、義務教育学校の制度化や、高等学校基礎学力テスト（仮称）、大学入
学希望者学力評価テスト（仮称）の導入を含む高大接続改革が予定されており、的確に対応し
ていく必要があります。

5 知識基盤社会：６ページ参照。

＜まとめ ～ 10 年先を見据えた教育環境の変化～＞
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【参考】教育に係る未来年表（今後予定されている主な制度改革や行事）

平成28（2016）年度
・義務教育学校の制度化
・改正公職選挙法が施行され、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げ
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行
・伊勢志摩サミット、2016年ジュニア・サミットin三重の開催
・国際地学オリンピック日本大会が三重県で開催
・伊勢志摩国立公園指定70周年

平成29（2017）年度
・三重県立子ども心身発達医療センターの開設

平成30（2018）年度
・三重県を中心とした東海ブロックで、全国高等学校総合体育大会が開催
・小学校で、道徳の時間を「特別の教科 道徳」として教科化

平成31（2019）年度
・高等学校基礎学力テスト（仮称）の試行予定
・中学３年生を対象とした英語の全国的な学力調査の実施
・中学校で、道徳の時間を「特別の教科 道徳」として教科化
・斎宮歴史博物館開館30周年

平成32（2020）年度
・小学校で、新しい学習指導要領を導入予定（内容：小学校中学年からの外国語活動の導入、
主体的・協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクティブ・ラーニング」）の充実等）
・大学入学希望者学力評価テスト（仮称）の導入予定
・東海ブロックで、全国中学校体育大会が開催
・東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催

平成33（2021）年度
・中学校で、新しい学習指導要領を導入予定
・国民体育大会・全国障害者スポーツ大会が三重県で開催

平成34（2022）年度
・高等学校で、新しい学習指導要領を導入予定（平成34年度入学生から年次進行で実施）
・県立美術館開館40周年

平成36（2024）年度
・熊野古道世界遺産登録20周年
・三重県総合博物館（MieMu）開館10周年

平成37（2025）年度
・県人口約171万人に減少。生産年齢人口は100万人を割り込み（ピーク対比約25万人減
少）、高齢化率は30％を超える。
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● 「学校」の役割
学校は、教職員が高い志と使命感を持って子どもたちと向き合うことを通じ、一人ひと

りの持つ可能性を「開花」させ、「生き抜いていく力」を育みます。また、学校は、日頃の
教育活動等の情報を、良い面も悪い面も含めて積極的に公開し、家庭・地域との幅広い「協
創」体制を築く中で、地域に開かれ、信頼される学校づくりを進めます。

● 「家庭」の役割
家庭は「心の拠り所」として、安心して生活できる環境を整え、深い愛情を持って子ど

もたちを温かく育む役割があります。また、家庭は「教育の原点」、教育の第一義的責任者
として、子どもたちの心身の調和のとれた発達を図っていく役割や、学校との連携を深め、
学力・体力の向上、道徳教育等の教育効果を相乗的に高め合う役割があります。さらに、
家庭は「地域の教育力の源」として、ＰＴＡ活動等へ積極的に参加することが求められます。

● 「地域」の役割
地域の住民やＮＰＯ等は、異年齢・異世代の人びとの「絆」を深めることができる体験・
活動や交流活動や社会貢献活動等を通じて、子どもたちの多彩な成長の場を創出する役割
があります。また、学校運営への参画等により学校を支援するとともに、子育てや家庭教
育を応援し支える役割があります。

● 「企業等」の役割
企業や事業者は、インターンシップ、農業体験、環境教育、文化芸術活動への協力のほか、
施設の提供や出前授業等、専門性を活かした教育活動への参画が求められます。また、子
育てを支援する職場づくりや、障がい者雇用による能力発揮の場の提供等、さまざまな側
面から教育施策へ貢献する役割があります。

● 「行政」の役割
県教育委員会および県は、行き届いた教育を行うため、質の高い教育環境を整備・実現

します。また、ニーズや課題を把握・分析した上で、計画やシステムを整備し、必要な助
言等を行います。また、「教育への県民力の結集」の実現に向け、コミュニティ・スクール
等を推進するなど、必要な働きかけや支援等を行います。

● 県と市町の役割分担
市町等教育委員会および市町は、義務教育、幼児教育を担う自治体として、自らの判断

において教育行政を展開するとともに、その成果について住民への説明責任を果たす役割
があります。
県教育委員会および県は、全県的な教育水準の維持向上に主体的な役割を果たします。

また、市町等教育委員会、市町との意見交換、情報交換を密にし、その主体性を尊重する
とともに、一層の支援に努めます。


